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令和８年度 第１回 東区自治協議会 議事概要 

開催日時 令和８年４月 30日（木）午後２時から午後３時 30分 

会場 東区プラザ ホール 

出席者 【委員】 

佐藤（敦）委員、木村委員、椎谷委員、関根委員、小嶋委員、長谷川（徳）委員、 

稲田委員、佐藤（清）委員、松川委員、近藤委員、月岡委員、佐藤（美）委員、 

新井委員、大野（裕）委員、佐藤（恵）委員、関塚委員、野口委員、長谷部委員、 

樋口委員、行田委員、脇屋委員、大野（誠）委員、津野委員、長谷川（瑞）委員、 

吉田委員、倉田委員 

計 26名 

〔欠席：大澤委員、山田委員、塩原委員、生野委員〕 

【事務局】 

（区役所） 

野本区長、枝並副区長（総務課長）、本田地域課長、松田区民生活課長、 

星野健康福祉課長、本間保護課長、今井建設課長、川上石山出張所長、 

高橋山の下・石山図書館長、澁谷東区教育支援センター所長、青柳中地区公民館長、 

地域課職員 

 

１．開会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（佐藤会長） 

これより、令和８年度第１回東区自治協議会を開会します。はじめに、区長より一言

ごあいさつをお願いします。 

 

（野本区長） 

皆様、こんにちは。令和８年度第１回目の東区自治協議会ということで、お忙しい中

お集まりいただき、ありがとうございます。自治協議会は２年間で１期ということで、

昨年度に第 10期目を迎え、今年度が第 10期の２年目ということで、通算すると 20年目

を迎えるという節目の年となります。20年という長い間、皆様には、地域と行政とを結

ぶ架け橋としての役割を担っていただき、本当に感謝を申し上げます。 

今年度は、昨年度に各部会で洗い出していただいた地域課題についての解決策を具体

化するということで、皆様に取り組んでいただいているところです。区としましても、

皆様方のそういった取り組みと歩調を合わせながら、暮らしやすいまち、魅力ある東区

に向けて、一生懸命、汗を流していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願

いします。 

話は変わりますが、すでにご案内がいっているかと思いますが、市長が各区に来て、

地域の皆様と意見交換をする「市長とすまいるトーク」が、今年度も開催されます。東

区の日程は、５月 13日水曜日午後７時から、東区プラザホールにて開催されることとな

りました。ご都合がよろしければ、ぜひご参加いただければと思います。 

年度も変わりまして、区役所職員の異動もございました。私は３年目を迎えましたの

で、引き続きよろしくお願いしたいと思いますが、代わった所属長等々おりますので、

後ほどお時間をいただいてごあいさつさせていただければと思います。 
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２．職員紹

介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、第１回東区自治協議会を開催します。よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

引き続き、議事に入ります前に、事務局から報告と確認をさせていただきます。本日

は大澤委員、山田委員、塩原委員、生野委員から欠席の連絡をいただいていますが、出

席者数が「新潟市区自治協議会条例第 9条第 2 項」の規定に達していますので、本会議

は成立しています。 

また、報道関係者から取材の申し出があった場合は許可してよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

それでは、そのようにさせていただきます。 

ここで資料の確認をします。本日の資料は、次第、資料１－１から資料３と参考資料

となります。資料は全て机上配布となっていますので、ご確認をお願いします。不足が

ございましたらお知らせください。 

それでは、佐藤会長より議事進行をお願いします。 

 

（佐藤会長） 

今年度、最初の会議です。昨年度に、それぞれの部会で多くの議論を重ねていただい

たと思いますが、今年度は実行する年ですので、引き続き論議を深めていただきたいと

思います。 

それでは、議事を進めたいと思います。はじめに、２．職員紹介です。事務局からお

願いします。 

 

（本田地域課長） 

令和８年度最初の東区自治協議会ですので、出席しております職員を紹介します。枝

並副区長から座席順に一言ずつお願いします。 

 

 

（職員自己紹介） 

 

 

（佐藤会長） 

ありがとうございました。東区が初めての方も結構いらっしゃるみたいですので、東

区はいい人ばっかりですので、ざっくばらんにお話をできるこの会議を今後ともよろし

くお願いしたいと思います。 

それでは次、３．自治協議会関連事項 各部会報告です。市民協働部門の第１部会か

ら報告をお願いします。 
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３．自治協
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各部会報告 

・第１部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（大野（誠）委員） 

令和８年度第１回東区自治協議会第１部会は、令和８年４月 10日金曜日午前 10時か

ら、東区プラザ音楽練習室２にて行われました。出席者は記載のとおりです。 

１.自己紹介 

４月から事務局の体制も変わったということで、お互いを知り合うことに力点

を置き、自己紹介を行いました。 

 

２.第 10期自治協議会提案事業について 

検討している自転車ルールの啓発活動として配布するグッズについて、内容の

確認を中心に行いました。また、どのようにして配布するか意見交換を行いまし

た。 

スケジュールでは、７月に印刷物が完成する予定のため、９月頃から配布をし

ようと思っています。老人クラブ、地域の茶の間、高校生・大学生への配布を検

討しています。地域全員への配布は難しいため、各地域でどこに配るのか、その

地域に住んでいる委員がいれば、その地域を担当することができますが、委員が

いない地域はどのようにして配るかなどを検討中です。よりよく、早く、自転車

のルールを知っていただけるよう、配布方法等を検討しています。 

自転車に関しては、まだまだルールが周知されていないと感じています。自転

車の逆走もありますし、ルールどおりに乗ったら本当に安全なのかというような

ことも、国会の質問で聞いています。そういうことを言われると、確かにルール

は決めたけど、自転車専用道がないわけです。車と一緒に走りますし、小さい子

も乗らなければいけないわけです。そのときに人身事故を起こしたら、誰が責任

を取るのだと。そういうものが整備されてからの導入ではないかという国会の質

問を聞いて、確かにそういうところがあるなと感じました。ですが、そのような

中でも決められたことですので、できるだけ事故のないよう、正しく乗っていた

だくことが必要と思いますので、今後も啓発稼働の検討を進めいきたいと考えて

います。詳しいことは資料に載っておりますので、そちらをご覧ください。 

次回の開催日は、５月 15 日金曜日午前 10 時から、東区プラザ音楽練習室２にて行い

ます。 

 

（佐藤会長） 

ただいまの報告につきまして、何かご意見やご質問いかがでしょうか。 

 

（行田委員） 

自転車の乗り方をこの前テレビで見て、左折するときに片手を上げて曲がる、方向指

示器ではないですが、手信号のルールがあるようです。自転車の片手運転は危ないと思

いますし、かえって事故につながるような気がします。手をあげて方向指示を出すこと

は危険と思いますが、いかがでしょうか。 
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（大野（誠）委員） 

第１部会では、自転車のルールを検討しているわけではなく、警察で決めたルールを

周知していこうと取り組んでいます。確かに手をあげて合図をすることは、今でも生き

ているルールだと思いますが、危険なところで危険な手の上げ方は、よくないと思いま

すので、それはそれで考えていかなければいけないことだと思います。第１部会では、

自転車のルールを検討しているわけではなく、また、ルールをつくっている立場ではな

いので、今あるルール、知られてないルールをいかに早く理解してもらうための活動を

しているところです。 

 

（行田委員） 

手を上げるというルールは、周知させない方向でよいでしょうか。 

 

（大野（誠）委員） 

正しい自転車のルールを全部知ってもらうには相当量があり大変なため、最低限これ

だけは早く周知した方がよいと思うルールについて、第１部会として啓発活動を行いま

す。 

 

（佐藤会長） 

そのほかにご意見、ご質問等いかがでしょうか。 

 

（新井委員） 

配布先として大学も想定されているとお聞きしたと思うのですが、部数はどのくらい

を考えているのでしょうか。恐らく予算との関係になってくるかと思いますが、数によ

って、大学でどのような形で学生に配付できるかを考えていきたいと思います。 

 

（大野（誠）委員） 

高校生や大学生に対しては、1,000部を作成して配布しようと考えていますので、半々

で 500 部程度を考えています。全員に配る分はないため、自転車で通学する学生に手渡

しで渡せないかなと考えています。通学時に自転車を使う場所があると思いますので、

そこで手渡しで渡していけたらいいのかなと。配付までには、きちんと学校と連絡を取

り、承認を得てから実施する予定にしていますが、予算がないため、配ろうとしても、

高齢者用で 1,000部、学生用で 1,000 部、計 2,000 部を現在作成しているところです。

そこに冊子だけ入れても見てもらえないため、ティッシュペーパーとウェットティッシ

ュを入れて、作成しているクリアファイルは使い勝手のよいものにしてお渡しして、啓

発活動をしたいと思っています。 

 

（新井委員） 

大学の事務が窓口になると思いますので、そういった配布のご相談があることを事前

に伝えておきたいと思います。 

ただ、大学生の場合は、高校生とは違って、朝の登校時間が必ずしも一緒ではないた
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・第３部会 

 

 

 

 

 

 

め、１限から来る学生と２限から来る学生がいますので、そのあたり若干工夫が必要か

もしれないなとは思いました。そのあたりも追って、大学の事務と相談していただけれ

ばと思います。 

 

（佐藤会長） 

そのほかにご意見、ご質問等いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、福祉・教育・文化部門の第２部会から報告をお願いします。 

 

（関根委員） 

本日、山田部会長が欠席のため、第２部会の報告を副部会長の関根からさせていただ

きます。 

令和８年度第１回東区自治協議会第２部会は、令和８年４月９日木曜日午後２時 30分

から、東区プラザ音楽練習室２にて行われました。出席者は記載のとおりです。 

１.第 10期自治協議会提案事業について 

第２部会のイベント企画班と編集班のそれぞれに分かれてグループワークを行

い、その後全体で意見交換を行いました。主な意見としましては、リーフレット

には地域の茶の間を通じたこどもと高齢者の交流、イベントを通じた交流、日常

活動を通じた交流に分類して掲載するとよいと思う。11 月 29 日に開催する第２

部会のイベントの様子と、参加者の声を取材し、リーフレットに掲載したい。イ

ベントのほうでは、１団体につき１時間枠として、団体のダンス発表の後にワー

クショップを行い、最後には全員でダンスをすると交流につながりよいと思う。

ホールでは輪投げや射的を行い、ホール以外では謎解きや思い出の写真の展示が

できると盛り上がると思うという意見が出ました。次回の部会でも、イベント企

画の詳細と、制作するリーフレットについて検討を行う予定です。 

次回の開催日は、５月 14 日木曜日午後２時 30分から、東区プラザ音楽練習室２にて

行います。 

 

（佐藤会長） 

ただいまの報告について、何かご意見やご質問はいかがでしょうか。よろしいでしょ

うか。 

それでは、産業・環境部門の第３部会から報告をお願いします。 

 

（行田委員） 

令和８年度第１回東区自治協議会第３部会は、令和８年４月９日木曜日午前 10 時か

ら、東区プラザ音楽練習室２にて行われました。出席者は記載のとおりで、全員出席で

非常によかったと思います。 

１.第 10期自治協議会提案事業について 

空港で実施するイベントの内容について検討しました。イベントのタイトルは、

「空港であそぼ！わくわくフェス」に決定しました。「あそぼう」ではなく、「ぼ」

で止まるところがポイントです。 
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空港の駐車場の混雑対策として、空の日のイベントを参考に、空港と新潟浄化

センターからシャトルバスを運行することとしました。シャトルバスは３便を予

定しています。 

出店者を募集するスペースについては、複数の区画に分けた上で、物販と食物

販を対象に出店者を募集することとしました。主な意見としては、シャトルバス

の第１便の運行に合わせて、時間等イベントの構成を考える必要がある。出店者

を募集するスペースは、業種別にエリア分けした方がいいのではないか。各業種

でどの程度応募があるかわからないため、エリアについてはあくまでも目安とし

て募集したほうがよい。出店者を募集する際は、東区だよりだけではなく、イン

スタグラム等も活用したほうがよい。という意見がありました。 

次回の開催日は、５月 14 日木曜日午前 10 時から、東区プラザ音楽練習室２にて行い

ます。 

 

（佐藤会長） 

ただいまの報告について、何かご意見やご質問はいかがでしょうか。 

 

（月岡委員） 

空港の駐車場混雑対策として、空港と新潟浄化センター間をシャトルバスで運行する

とのことですが、東区役所からシャトルバスは出ないのでしょうか。浄化センターがど

のくらいの駐車場の広さがあるかわかりませんが、皆さんが新潟浄化センターまで行く

にあたって、場所の周知も必要かと思いますし、いかがでしょうか。 

 

（行田委員） 

新潟浄化センターは、空の日で実績がある場所です。周知は、区だよりにも出す予定

です。駐車場は、80 台か 90 台程度で台数は結構あると思いますし、シャトルバスで周

回するため大丈夫かと思います。東区役所からは時間が結構かかりるため、検討した結

果、新潟浄化センターとなりました。 

 

（月岡委員） 

シャトルバスを出すのであれば、東区役所から出していただくことが、一番東区民に

わかるのではないかと思いました。 

 

（佐藤会長） 

そのほかにご意見、ご質問等いかがでしょうか。 

 

（松川委員） 

出店者をこれから募集するということですが、フリーマーケットを希望する区民がい

ると思うので、検討いただきたいです。 
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（行田委員） 

フリーマーケットですか。具体的にどのような感じでしょうか。 

 

（松川委員） 

自宅にある不要品といいますか、販売したい、ただ粗大ゴミに捨てるより、そういう

場所に持ち込んで少しでも安く、そういうふうな感じです。 

 

（行田委員） 

一応、部会で検討してみます。 

 

（佐藤会長） 

そのほかにご意見、ご質問等いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

続きまして、４．その他について、事務局よりお願いします。 

 

（事務局） 

議会事務局より、「第 24 回新潟市議会 議会報告会」のチラシが届いています。今年

度は記載の３カ所で開催されるとのことです。報告会の内容は記載のとおりの二部構成

で、申し込みは不要です。なお、曽野木コミュニティセンターのみ、事前申し込みをす

るとオンライン参加ができるとのことです。詳しいお問い合わせは、チラシに記載の議

会事務局にお願いします。 

続きまして、新潟市区自治協議会全体委員研修会についてです。研修会のご案内資料

一式を机上配付しましたので、ご確認ください。５月 15日金曜日午後１時より、防災を

テーマに、黒埼市民会館で開催されます。２枚目の次第にありますように、東区の委員

の皆様については、起震車の体験が午後１時から、ＶＲ消火体験が午後１時 45分からと

なっています。その他にも体験ブースがありますので、当日は動きやすい服装でお越し

いただき、ぜひいろいろ体験していただければと思います。また、全体討議では市長が

登壇されるとのことですので、ご案内させていただきます。今年度は会場が西区のため、

東区役所から黒埼市民会館までバスを予約しています。バスをご利用の方は、12時に東

区役所西口ロータリーにお集まりください。市民協働課より、会場の駐車場の都合で、

なるべくバスの乗り合わせをお願いしたいと連絡がありました。もし、バスの乗り合わ

せにご協力いただける方がいましたら、事務局までお声掛けください。また、自治協議

会委員以外の方が体験ブースに参加しないように、自治協議会委員の皆様には当日名札

の着用をお願いする予定です。直接会場に来られる方は、会場で職員を探していただき、

名札の受け取りをお願いします。そのほか、新潟県防災ナビ、新潟市公式 LINEを事前に

追加していただきますと、当日スムーズにご案内できるとのことですので、登録方法の

資料もお配りしました。ご確認いただき、お時間があるときに登録をお願いします。研

修会の出欠確認票、もし提出いただいていない委員がいましたら、事務局まで提出をお

願いします。 

続いて、「こい来いフェスタ」のチラシと「ままっぷ」が届いていましたので、机上配

付しています。「こい来いフェスタ」のチラシについて、稲田委員からお伝えしたいこと
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があればお願いします。 

 

（稲田委員） 

「こい来いフェスタ」実行副会長を担当しています。５月３～５日の３日間、寺山公

園でイベントを開催します。３日間とも違うメニューで、スケジュールを組んでいます。

１日目は楽しんでいただく、エンジョイデーとしまして、楽団の演奏、こどもたちとダ

ンス、新潟プロレス様から協力いただきまして、豪華な、実際に試合をしていただく予

定です。２日目は生協を始め、様々なグループがこどもたちと交流し、最終日は、防災

に特化したイベントを予定しています。寺山公園が防災公園と位置づけられていますの

で、公園の防災施設の紹介や、新潟市東支部の防災士、県支部の防災士たちの防災展示

ブースを大幅に広げて用意しています。警察車両、消防車両も展示されます。お金をか

けないで楽しめるイベントも組んでいますので、ぜひ皆様から紹介していただいた上で、

お越しいただきたいと思います。また、東区役所様からもいろいろ協力いただいており

ます。建設課様、地域課様からも大変協力いただいていますので、ぜひ区長も含め、い

らしていただければありがたいと思います。もしわからないことがあれば、コミュニテ

ィハウスでご案内させていただきますので、連絡をいただきたいと思います。長谷川瑞

委員のダンスグループも参加しますので、よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

続いて、「ままっぷ」について、吉田委員からお伝えしたいことがあればお願いします。 

 

（吉田委員） 

「ままっぷ」編集委員を担当しています。こちらの冊子は、毎年、年一回発行してい

ます。一年かけてママたちでつくっているのですが、昨年度は少し運営上の問題で、半

年間で作成することとなり、いつもより大変だったのですが、なんとか形になりました。

東区内のこども園などには、全配布をしていただいています。子育て支援施設や掲載の

飲食店様などにも置いていただいていますので、もし追加で見たい方がいましたら、各

施設に行って、ぜひお手に取っていただけたらなと思います。子育ての参考だけではな

く、街の参考にもしていただけたらなと思いますので、ぜひ、東区をまだ知らないよと

いう方は見てください。 

 

（事務局） 

事務局からは以上です。 

 

（佐藤会長） 

ありがとうございました。 

それでは、新しい年度が始まり、第１回目の全体会議となります。職員の皆様からご

あいさつをいただきました。出席委員の皆様にも、昨年の活動やご自身の活動での振り

返り、新年度の抱負などにつきまして、１分スピーチをお願いしたいと思います。 
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（委員自己紹介） 

 

 

（佐藤会長） 

ありがとうございました。皆様の充実した１分程度の発言に対しまして、心から熱く

御礼を申し上げます。一年、よろしくお願いします。 

それでは最後に、５．事務連絡です。事務局からお願いします。 

 

（事務局） 

次回の全体会議は、令和８年５月 28日木曜日午後２時から、こちら東区プラザホール

で行います。 

次に、各部会です。第１部会は５月 15日金曜日午前 10時から、東区プラザ音楽練習

室２で行います。第２部会は５月 14 日木曜日午後２時 30 分から、東区プラザ音楽練習

室２で行います。第３部会については、５月 14日木曜日午前 10 時から、東区プラザ音

楽練習室２で行います。 

 

（佐藤会長） 

第１回目ですので、皆様から課題や、何か提起するものがある方はいますか。 

 

（稲田委員） 

「こい来いフェスタ」ですが、さきほどの皆様の自己紹介の中で、若い力という話が

多く出たのですが、防災関係で５月５日に高校生連盟の方々が 28名参加されます。その

ほかに、地元の中学生たちが３～５日の午前、午後と分かれますけれども、６セクショ

ンで、延べで 62人が協力してくださいます。こどもたちが頑張っている姿をぜひ見てほ

しいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（津野委員） 

「ままっぷ」を拝見させていただいたのですが、さきほどの自己紹介でこども食堂の

話をしたので、１件だけＰＲをさせてください。こども食堂が下山地区だけなかったの

ですが、コミュニティ協議会会長の熱い要望で、この４月からこども食堂をコミュニテ

ィハウスで始めました。毎月第４日曜日に開催していて、３日前までの事前申し込み制

となりますが、皆様にお知らせします。 

 

（月岡委員） 

新井委員から、大学生もこの自治協議会にとお話がありました。第 10期目ですが、第

１期から第６期くらいまでは、第１部会が大学生とコラボをしていました。それがなく

なってしまったため、若い人の意見がなくなったのではないかなと思う部分もあります

ので、ぜひ新井先生のご協力で、大学生と自治協議会で何かコラボレーションできるよ

うなことを考えていただきたいと思います。昔は、県立大学の体育館に寄って、第１部
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会から第３部会と各学生 15 名程度が各部会に入って話し合いをしていました。またそ

のような機会をつくっていただければ、大いに参加しますので、よろしくお願いします。 

 

（佐藤会長） 

ありがとうございました。そのほか、よろしいでしょうか。 

それでは、以上をもちまして令和８年度第１回東区自治協議会を閉会します。 

傍聴者 0名 

報道機関 0社 


